
デマンド型タクシー実証実験も残すところ 1か月となり、登録者からい
ただいたご要望を踏まえ、以下のとおり３月の運行を変更します。 

                                                

 報道機関各位  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   添付資料 有  無 

 

 
 

 

 

  変更内容 

   その① 行政区別の利用可能曜日について 

変更前：運行日を行政区別に月水木と火金の２グループに分けている。 

     変更後：行政区に限らず、月～金のどの曜日でも利用可能とする。 

   その② コールセンターの予約時期について 

     変更前：１週間前から前日まで 

     変更後：２週間前から前日まで 

  変更適用について 

令和４年３月１日（火）の運行から適用します。 

  その他 

   デマンド型タクシー登録者へは個別案内をしています。 

デマンド型タクシー実証実験の３月制度改善について 
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